
　建物所在地

　建築物用途 　☑住宅　　□一部

　構造・階数

　規模・屋根葺き材

　建設年 　　調査者

【判断基準】
　判断指標

チェック項目
レベル１
（L1）

レベル２
（L2）

レベル３
（L3）

該当
なし

L1 L2 L3
採用
点数

計 (A)

建築物の傾斜
　ア　基礎の不同沈下又は柱の傾斜による建築物の傾斜
（）は伝統工法（木組み・Ｓ25建基前工法）の建築物に適
用

□1/60～
（～1/30）

□1/60～
1/20
（1/15）

□1/20～
（1/15～）

☑

　イ　基礎（礎石）・土台の腐食、腐朽、破損、ずれ □一部 □1/4程度 □過半 ☑

　ウ　柱、はり、筋かいの腐食、腐朽、破損、変形、
　柱とはりのずれ

□一部 □1/4程度 □過半 ☑

１-2　【部材等の飛散等】 計 (B)

　ア　屋根の変形 □一部 □1/4未満の崩落 □1/4以上崩落 ☑

　イ　屋根ふき材の剥落 □＜１/１０ □1/10～1/3 □1/3以上 ☑

　ウ　軒、庇の腐食、腐朽 □一部 □1/4程度 □過半 ☑

　エ　軒、庇の垂れ下がり □一部 □全体的な垂れ □崩落している ☑

　オ　外壁（下地含む）の崩落 □一部 □1/4未満 □1/4以上 ☑

　カ　仕上材料の剥落、腐朽又は破損し、下地が露出 □＜１/１０ □1/10～1/2 □過半 ☑

　キ　屋外階段、バルコニーの腐食、破損又は脱落 - □破損している □脱落している ☑

　ク　室外機、給湯器、看板等の脱落、剝離、破損、変形、
傾斜

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ □破損、変形がある □脱落、剝離している ☑

　ケ　門、塀、のひび割れ、破損、傾斜
□ひび割れ、破損
が一部ある

□ひび割れ、破損
が複数ある

□ひび割れ、破損
が過半以上ある又
は著しい傾斜があ
る

☑

【１-３　擁壁の倒壊等】 計

□点数５点未満
又は

□５点～９点未満
又は

□９点以上
又は

□雨水の浸透痕あ
り

□クラック・膨ら
みが著しい

□クラック・膨ら
みが特に顕著

□危険性低 □危険性高

合計点：１５点以上　かつ　危険性高

合計点：１５点以上　又は　危険性高

２次判定

管理不全空家等の判定チェックリスト

≪調査１≫　　※建物単位判定（1-1～1-3） 調査日：令和　　年　　月　　日

【建物概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【管理番号　　　　　　　　　　　】

　□離れ　　□土蔵　　□物置　　□作業場　　□その他

１-１　【建築物の倒壊等】　　「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態」の確認
a

0

25 50 100 0

構造体力上主要な部分の損
傷等

　☑木造　□鉄骨　□その他 　　　　２　階建

　１階　　　　　㎡・2階　　　　㎡・合計　　㎡ 　☑瓦　□鉄板　□その他

　特記

屋根、外壁の外装材又は屋
外階段等に腐朽、破損又は
変形等があり、脱落、飛散
等のおそれがあるもの

15 25 50

0

0 15 25 0門、塀、エアコン室外機、
看板その他の工作物にひび
割れ、腐朽、破損等があ
り、脱落、飛散のおそれが
あるもの

最
高
点
を
採
用

0 15 25

0 15 25 0

ｂ+ｃ+d

0

(C）
e

0

【周辺への影響】

合　計　点

(A)+(B)+(C）

周辺に影響を与えるもの（点数評価（別表）[ア　　+　イ　　＝　　]） 0

0

１次判定
管理不全空家等と判断

２次判定へ

調査１及び調査２より総合的に「管理不全空家等」の該否を判断する

表面に水のしみ出し、水抜
き穴の詰まり、ひび割れな
どにより擁壁が老朽化し危
険となるおそれがあるもの

擁壁の傾斜、崩落、亀裂、破損の発生
※宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）国交省で判定

（対象：擁壁高１ｍ以上（H)のもので、擁壁の下端から建物
までの距離がH以内のもの）

☑ 0 15 25

現地調査を実施し、この点数表にて点数化判断する。

資料３－２
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レベル１ レベル２
該当
なし

- - ☑

□流出・臭気な
し

□流出・臭気が
ある

☑

□臭気なし □臭気がある ☑

- - ☑

-
□糞、ごみの散
乱がある

☑

□流出なし □流出がある ☑

□廃棄物散乱
□廃棄物のたい
積

☑

□部分的に覆っ
ている

□過半を覆って
いる

☑

□部分的に落書
き、窓ガラスの
割れがある

□過半の落書
き、窓ガラスの
割れがある

☑

□部分的にごみ
等のたい積があ
る

□過半のごみ等
のたい積がある

☑

□損傷、腐朽等
がない

□損傷、腐朽等
がある

☑

- - ☑

□境界からはみ
出しがない

□境界からはみ
出しがある

☑

□覆っていない □覆っている ☑

□落下物なし
□落下物のたい
積がある

☑

□衛生動物、糞
がない

□衛生動物、糞
がある

☑

□設置してあ
り、破損がない

□設置してある
が、部分的に破
損がある

☑

- - ☑

□敷地の崩壊が
ない

□敷地の崩壊が
あり、土砂が道
路等に流出して
いる

☑

□土砂の流出が
ない

□土砂が流出し
ている

☑

【判断基準】
　判断指標

レベル３

2-１　【有害物質の飛散等】

吹付け石綿等の飛散 □発生又はおそれあり

浄化槽等汚水排水設備からの汚水や汚物の流出、臭気があり複数の近隣住民か
ら苦情があるもの

□流出・臭気があり、複数の近隣住
民の苦情がある

管理不全空家等（特定空家等）の判定チェックリスト

≪調査２≫　　　※敷地単位判定

ゴミ等から油類、液体等が流出し、敷地境界付近に及んでいるもの
□流出があり、敷地境界付近に及ん
でいる

廃棄物が倒壊等した場合、隣接地に影響を与えるもの
□廃棄物のたい積があり、倒壊によ
り隣接へ影響のおそれがある

３　【景観不調和】

植物が建築物の全面を覆う程度まで繁茂しているもの □ほぼ全面を覆っている

２-２　【ゴミ等による生活環境の阻害】

ゴミ等から強い臭気があり、複数の近隣住民から苦情があるもの
□臭気があり、複数の近隣住民の苦
情がある

ゴミ等からハエ、蚊等が発生し、敷地境界付近に飛来し、複数の近隣住民から
苦情があるもの

□複数の近隣住民の苦情がある

ゴミ等にカラスや猫等が多数集まり、鳴き声、糞、ごみの散乱、近隣住居等へ
の侵入などがあり、複数の周辺住民から苦情があるもの

□糞、ごみの散乱、鳴き声、住居侵
入による複数の近隣住民の苦情があ
る

□転倒等による影響のおそれがある

４-２　【樹木の繁茂等】

樹木の枝葉が、境界をはみ出し歩道又は路肩をふさぎ、車道を歩行しなければ
ならないもの

□境界から50cm以上はみ出してい
る

樹木の枝葉が交通標識等を覆い、視認できないもの
□覆っており、標識の内容が視認で
きない

建築物等のほぼ全体への落書き、概ね全ての窓ガラスの割れがあるもの
□ほぼ全体への落書き、窓ガラスの
割れがある

接道面の概ね全長にゴミ等がたい積し、その様が容易に視認できるもの □概ね全長にごみ等のたい積がある

４-１　【立木の転倒等】

立木の幹・枝（以下、「立木等」という。）に損傷、腐朽等があり転倒又は脱落（以下、「転
倒等」という。）するおそれがあるもの

□損傷、腐朽等があり、転倒等のお
それがある

敷地の崩壊により土砂等が道路等に流出し、通行の妨げ又は排水設備に影響を
与えているもの

□敷地の崩壊があり、土砂が道路等に
流出し、通行を妨げている又は排水設
備に影響を与えている

土砂等が近隣住居に流出し、避けなければ通行できないもの □土砂が流出し、通行を妨げている

４-５　【落雪】

屋根の雪止めが未設置又は破損しているもの
□未設置又は著しく破損し機能して
いない

隣接道路に落雪する位置に屋根があるもの
□隣接道路に落雪する位置に屋根が
ある

４-6　【土砂等流出】

４-３　【立木からの落下物等】

立木からの落下物がたい積し、避けなければ通行できないもの
□落下物のたい積があり通行できな
い

４-４　【動物等による生活環境の阻害】

衛生動物が多数発生し、鳴き声、糞、近隣住居等への侵入などがあり、複数の
近隣住民から苦情があるもの

□衛生動物、糞、鳴き声、住居侵入
による複数の近隣住民の苦情がある

立木等が転倒等した場合、隣接地の住居等又は公共物（道路・交通標識・信号機等）に影響を
与えるもの
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　建物所在地

　建築物用途 　☑住宅　　□一部

　構造・階数

　規模・屋根葺き材

　建設年 　　調査者

【判断基準】
　判断指標

チェック項目
レベル１
（L1）

レベル２
（L2）

レベル３
（L3）

該当
なし

L1 L2 L3
採用
点数

計 (A)

建築物の傾斜
　ア　基礎の不同沈下又は柱の傾斜による建築物の傾斜
（）は伝統工法（木組み・Ｓ25建基前工法）の建築物に適
用

□1/60～
（～1/30）

□1/60～
1/20
（1/15）

□1/20～
（1/15～）

☑

　イ　基礎（礎石）・土台の腐食、腐朽、破損、ずれ □一部 □1/4程度 □過半 ☑

　ウ　柱、はり、筋かいの腐食、腐朽、破損、変形、
　柱とはりのずれ

□一部 □1/4程度 □過半 ☑

１-2　【部材等の飛散等】 計 (B)

　ア　屋根の変形 □一部 □1/4未満の崩落 □1/4以上崩落 ☑

　イ　屋根ふき材の剥落 □＜１/１０ □1/10～1/3 □1/3以上 ☑

　ウ　軒、庇の腐食、腐朽 □一部 □1/4程度 □過半 ☑

　エ　軒、庇の垂れ下がり □一部 □全体的な垂れ □崩落している ☑

　オ　外壁（下地含む）の崩落 □一部 □1/4未満 □1/4以上 ☑

　カ　仕上材料の剥落、腐朽又は破損し、下地が露出 □＜１/１０ □1/10～1/2 □過半 ☑

　キ　屋外階段、バルコニーの腐食、破損又は脱落 - □破損している □脱落している ☑

　ク　室外機、給湯器、看板等の脱落、剝離、破損、変形、
傾斜

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ □破損、変形がある □脱落、剝離している ☑

　ケ　門、塀、のひび割れ、破損、傾斜
□ひび割れ、破損
が一部ある

□ひび割れ、破損
が複数ある

□ひび割れ、破損
が過半以上ある又
は著しい傾斜があ
る

☑

【１-３　擁壁の倒壊等】 計

□点数５点未満
又は

□５点～９点未満
又は

□９点以上
又は

□雨水の浸透痕あ
り

□クラック・膨ら
みが著しい

□クラック・膨ら
みが特に顕著

□危険性低 □危険性高

合計点：７０点以上　かつ　危険性高

合計点：７０点以上　又は　危険性高

２次判定 調査１及び調査２より総合的に「特定空家」の該否を判断する

【周辺への影響】

合　計　点

(A)+(B)+(C）

周辺に影響を与えるもの（点数評価（別表）[ア　　+　イ　　＝　　]） 0

１次判定
特定空家と判断

２次判定へ

門、塀、エアコン室外機、
看板その他の工作物にひび
割れ、腐朽、破損等があ
り、脱落、飛散のおそれが
あるもの

(C）
e

0

表面に水のしみ出し、水抜
き穴の詰まり、ひび割れな
どにより擁壁が老朽化し危
険となるおそれがあるもの

擁壁の傾斜、崩落、亀裂、破損の発生
※宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）国交省で判定

（対象：擁壁高１ｍ以上（H)のもので、擁壁の下端から建物
までの距離がH以内のもの）

☑ 0 15 25 0

最
高
点
を
採
用

0 15 25

0 15 25 0

ｂ+ｃ+d

0

屋根、外壁の外装材又は屋
外階段等に腐朽、破損又は
変形等があり、脱落、飛散
等のおそれがあるもの

15 25 50

0

0 15 25 0

１-１　【建築物の倒壊等】　　「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態」の確認
a

0

25 50 100 0

構造体力上主要な部分の損
傷等

　□木造　□鉄骨　□その他 　　　　２　階建

　１階　　　　　㎡・2階　　　　㎡・合計　　㎡ 　☑瓦　□鉄板　□その他

　特記

特定空家等の判定チェックリスト

≪調査１≫　　※建物単位判定（1-1～1-3） 調査日：令和　　年　　月　　日

【建物概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【管理番号　                　　】

　□離れ　　□土蔵　　□物置　　□作業場　　□その他
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レベル１ レベル２
該当
なし

- - ☑

□流出・臭気な
し

□流出・臭気が
ある

☑

□臭気なし □臭気がある ☑

- - ☑

-
□糞、ごみの散
乱がある

☑

□流出なし □流出がある ☑

□廃棄物散乱
□廃棄物のたい
積

☑

□部分的に覆っ
ている

□過半を覆って
いる

☑

□部分的に落書
き、窓ガラスの
割れがある

□過半の落書
き、窓ガラスの
割れがある

☑

□部分的にごみ
等のたい積があ
る

□過半のごみ等
のたい積がある

☑

□損傷、腐朽等
がない

□損傷、腐朽等
がある

☑

- - ☑

□境界からはみ
出しがない

□境界からはみ
出しがある

☑

□覆っていない □覆っている ☑

□落下物なし
□落下物のたい
積がある

☑

□衛生動物、糞
がない

□衛生動物、糞
がある

☑

□設置してあ
り、破損がない

□設置してある
が、部分的に破
損がある

☑

- - ☑

□敷地の崩壊が
ない

□敷地の崩壊が
あり、土砂が道
路等に流出して
いる

☑

□土砂の流出が
ない

□土砂が流出し
ている

☑土砂等が近隣住居に流出し、避けなければ通行できないもの □土砂が流出し、通行を妨げている

屋根の雪止めが未設置又は破損しているもの
□未設置又は著しく破損し機能して
いない

隣接道路に落雪する位置に屋根があるもの
□隣接道路に落雪する位置に屋根が
ある

４-6　【土砂等流出】

敷地の崩壊により土砂等が道路等に流出し、通行の妨げ又は排水設備に影響を
与えているもの

□敷地の崩壊があり、土砂が道路等に
流出し、通行を妨げている又は排水設
備に影響を与えている

立木からの落下物がたい積し、避けなければ通行できないもの
□落下物のたい積があり通行できな
い

４-４　【動物等による生活環境の阻害】

衛生動物が多数発生し、鳴き声、糞、近隣住居等への侵入などがあり、複数の
近隣住民から苦情があるもの

□衛生動物、糞、鳴き声、住居侵入
による複数の近隣住民の苦情がある

４-５　【落雪】

４-２　【樹木の繁茂等】

樹木の枝葉が、境界をはみ出し歩道又は路肩をふさぎ、車道を歩行しなければ
ならないもの

□境界から50cm以上はみ出してい
る

樹木の枝葉が交通標識等を覆い、視認できないもの
□覆っており、標識の内容が視認で
きない

４-３　【立木からの落下物等】

接道面の概ね全長にゴミ等がたい積し、その様が容易に視認できるもの □概ね全長にごみ等のたい積がある

４-１　【立木の転倒等】

立木の幹・枝（以下、「立木等」という。）に損傷、腐朽等があり転倒又は脱落（以下、「転
倒等」という。）するおそれがあるもの

□損傷、腐朽等があり、転倒等のお
それがある

立木等が転倒等した場合、隣接地の住居等又は公共物（道路・交通標識・信号機等）に影響を
与えるもの

□転倒等による影響のおそれがある

廃棄物が倒壊等した場合、隣接地に影響を与えるもの
□廃棄物のたい積があり、倒壊によ
り隣接へ影響のおそれがある

３　【景観不調和】

植物が建築物の全面を覆う程度まで繁茂しているもの □ほぼ全面を覆っている

建築物等のほぼ全体への落書き、概ね全ての窓ガラスの割れがあるもの
□ほぼ全体への落書き、窓ガラスの
割れがある

ゴミ等からハエ、蚊等が発生し、敷地境界付近に飛来し、複数の近隣住民から
苦情があるもの

□複数の近隣住民の苦情がある

ゴミ等にカラスや猫等が多数集まり、鳴き声、糞、ごみの散乱、近隣住居等へ
の侵入などがあり、複数の周辺住民から苦情があるもの

□糞、ごみの散乱、鳴き声、住居侵
入による複数の近隣住民の苦情があ
る

ゴミ等から油類、液体等が流出し、敷地境界付近に及んでいるもの
□流出があり、敷地境界付近に及ん
でいる

吹付け石綿等の飛散 □発生又はおそれあり

浄化槽等汚水排水設備からの汚水や汚物の流出、臭気があり複数の近隣住民か
ら苦情があるもの

□流出・臭気があり、複数の近隣住
民の苦情がある

２-２　【ゴミ等による生活環境の阻害】

ゴミ等から強い臭気があり、複数の近隣住民から苦情があるもの
□臭気があり、複数の近隣住民の苦
情がある

特定空家等の判定チェックリスト

≪調査２≫　　　※敷地単位判定

【判断基準】
　判断指標

レベル３

2-１　【有害物質の飛散等】
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